
　海部南部圏域では、市民後見人の養成に関して、愛知県による養成研
修実施の通知がなされる以前の令和4年度より検討を始めました。今後
の計画では、令和6年10月に、市民後見人に関する講演会を開催し、普
及啓発を始め、令和7年度より募集及び養成を開始する予定でした。
　また、現時点において愛知県市民後見人等養成研修の実施につきまし
ては、研修修了後から市民後見人選任まで流れについて、以下の内容が
決定していないことも不安要素となるため、今年度の研修を辞退させて
いただき令和７年度の研修から参加したいと考えています。
・県による養成講座修了後、当圏域独自の研修を追加で行うのか。
・法人後見の支援員等の実務を体験するなど実習を行うか。
・全課程を修了した後、圏域の名簿に掲載するための選考をどうするの
か。
・後見申立と同時に市民後見人の選任がなされることは、現状において
きわめて困難と思われるため、法人後見からのリレー方式（リレー後は
法人が後見監督人に就任）が現実的だと考えられます。その際も、一定
期間法人後見支援員として支援し、本人とのマッチングや適正を判断し
た後に辞任選任により交代するのか、支援員という過程を経ずに交代す
るのか、選任までのロードマップが未決定であること。
・法人後見辞任と市民後見人選任を申し立てる際、第三者機関の関与が
望まれるのか。
・そもそも当圏域における市民後見人の定義、活動指針といった要項が
未決定であり、活動マニュアル等の手引き及び書式も作成できていな
い。
・修了者の中で、活躍の場が決定されていない方へのフォローアップを
どうするのか。
・市民後見人養成に関し、広報啓発、養成研修に関する事務、受講生の
管理から後見監督事務に至る予算をとっておらず、人員も確保できてい
ない。
　以上の理由から、海部南部圏域における市民後見人像を明らかにし、
養成後の体制を整備した上で、令和７年度より愛知県による養成研修に
参加する予定とさせていただきます。
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